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1 食料情勢のターニングポイントにある我が国の食料安全保障
－ 令和４年度食料・農業・農村白書より －

　農林水産省は５月26日、令和４年度食料・農業・農村白書を公表した。今回の白書では、特集「食料安
全保障の強化に向けて」において、世界的な食料需要の増加や国際情勢の不安定化等に伴う食料安全保障上
のリスクの高まりにより、食料の多くを海外に依存しているわが国は、将来にわたって食料を安定的に供給
していく上でターニングポイントを迎えていることを記述している。ここでは、食料安全保障上の諸問題の
概要を紹介する。

①

（１）近年上昇傾向で推移していた穀物等の国際価格は
2021年以降大きく上昇

　穀物等の国際価格は、新興国の畜産物消費の増加を背
景とした需要や、バイオ燃料等エネルギー向け需要の増
大、気候変動の影響等により、近年上昇傾向で推移して
いる。
　小麦の国際価格は2021年以降、米国やカナダでの不作
や中国での飼料需要の拡大に、ロシアによるウクライナ
侵略が重なり、2022年3月には過去最高値となる523.7ド
ル/トンに到達し、2023年1月以降は概ねウクライナ侵略
前の水準まで低下したものの、引き続き高い水準で推移
している。また、とうもろこしと大豆の国際価格は、過
去最高値に迫る高い水準で推移している。

（２）配合飼料価格や肥料原料価格も2021年以降大きく
上昇

　2021年における我が国畜産経営の経営費に占める飼料
費の占める割合は約３割から６割である。配合飼料は、
原料の約5割がとうもろこし、約1割が大豆油かすであり、
我が国は飼料穀物の大部分を輸入している。配合飼料の
工場渡価格は、2023年1月には前年同月の8万3千円/トン
に比べ20％上昇し10万円/トンとなった。また肥料原料
の輸入価格は、2021年以降上昇傾向で、ロシアによるウ
クライナ侵略等の要因も重なり、一時は過去最高に達す
るなど大きく変動している。

（３）2022年の農産物輸入額は前年より大きく増加。穀
物の輸入数量は微増。牛肉や果実類の輸入量は減
少

　2022年の我が国における農産物の輸入額は、為替相場
の影響もあいまって、特に食用、飼料用の穀物で単価の
上昇を反映して前年に比べ31.2％増加し約9兆2千億円、
輸入数量は微増した。一方で、牛肉や果実類は、輸入単
価が上昇する中で、輸入量は前年と比べ、それぞれ4.2％、
7.5％減少した。輸入農産物の単価上昇は、国産農産物
の需要拡大の好機ともなり得る中、国産農産物の供給拡
大を図っていくことが重要となっている。

（４）我が国の主要農産物の輸入は少数の特定国に依存
　我が国の主要農産物の輸入は、少数の特定国への依存
度が高く、輸入相手国との良好な関係の維持・強化等を
通じた輸入の安定化や多角化、国内の農業生産の増大に
向けた取組が重要である。我が国の農産物輸入額におい
て、輸入先上位6か国が占める割合は6割程度である。品
目別に見ると、とうもろこし、大豆、小麦、牛肉は上位
2か国で8～9割。小麦は米国、カナダ、豪州の上位3か国
に99.8％。豚肉、果実類は上位2か国に5割程度を依存し
ている。

（５）我が国の肥料原材料も大部分を限られた相手国か
らの輸入に依存

　我が国は、化学肥料原料の大部分を輸入に依存してい
る。主要な肥料原料の資源が世界的に偏在している中
で、リン酸アンモニウムや塩化カリはほぼ全量を、尿素
は95%を限られた相手国から輸入している。輸出国側の
輸出制限や国際価格の影響を受けやすいことから、輸入
の安定化・多角化や輸入原料から国内資源への代替を進
める必要がある。

（６）食品アクセスの確保に向けた課題への対応が必要
　我が国においては、消費者が健康な生活を送るために
必要な食品を入手できない、いわゆる「食品アクセス」
の問題への対応が重要な課題であり、関係省庁等と連携し、
円滑な食品アクセスの確保に向けた取組が重要である。

（７）コスト高騰に伴う農産物・食品への価格転嫁が課題
　農産物の価格については、品目ごとにそれぞれの需給
事情や品質に応じて形成されることが基本である。しか
し、流通段階での価格競争が厳しいこと等、様々な要因
で、農業生産資材等のコスト上昇分を適切に取引価格に
転嫁することが難しい状況である。2022年11～12月実施
の農業者への調査では、コスト高騰分を販売価格に転嫁
したとの回答が13.5%。一方、2022年9～11月実施の中小
企業への調査では、食品製造業におけるコスト増に対す
る価格転嫁の割合は45.0%であった。
　農産物価格指数の上昇率は、農業生産資材価格指数の
上昇率と比べて緩やかな動きで推移している。農業経営
の安定化を図り、農産物が将来にわたり安定的に供給さ
れるようにするためには、生産コストの上昇等を適切な
価格に反映し、経営を継続できる環境を整備することが
重要である。

（８）地域農業を支え、雇用の受け皿となる担い手の経
営発展を後押し

　少子高齢化、人⼝減少により、農業従事者の高齢化が
進行し、今後一層の担い手の減少が見込まれる中、労働
力不足等の生産基盤の脆弱化が深刻な課題である。2022
年の基幹的農業従事者数の年齢構成を見ると、50代以下
は全体の約21％ (25万2千人)である。今後10年から20年
先を見据えると、基幹的農業従事者数が大幅に減少する
ことが見込まれ、少ない経営体で農業生産を支えていか
なければならない状況である。
　人⼝減少・高齢化がさらに進展する中、より少ない担
い手が地域の信頼を得て、農地を引き受けながら徐々に
経営拡大・高度化を図り、雇用の受け皿となるなど地域
農業・農村社会の維持・発展に欠かせないモデル的な農
業経営体の創出を促進するとともに、こうした経営体を
サポートしていく体制の構築が必要である。


